
〔契約書別紙〕 

訪問看護ステーション（医療保険利用時）料金表 

 

    令和６年６月１日施行 

 

Ⅰ．訪問看護の利用料 お支払いしていただく料金の単価は下記の通りです。 

● 基 本 料 金 

   訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

（看護師） 

週３回まで （１日１回につき） 

     ５，５５０円 

４日以降（１日１回につき） 

６，５５０円 

   訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

（准看護師） 

週３回まで （１日１回につき） 

     ５，０５０円 

４日以降（１日１回につき） 

６，０５０円 

   訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

(理学療法士） 
（１日１回につき）           ５，５５０円 

訪問看護基本療養費（Ⅱ）看護師

（同一建物２人まで） 

週３回まで （１日１回につき）

５，５５０円 

４日以降 （1日 1回につき）

６，５５０円 

〃                 

（同一建物３人以上） 

週３回まで （１日１回につき）

２，７８０円 

４日以降 （1日 1回につき）

３，２８０円 

訪問看護基本療養費（Ⅱ）准看護師

（同一建物２人まで） 

週３回まで （１日１回につき）

５，０５０円 

４日以降 （1日 1回につき）

６，０５０円 

 〃            

（同一建物３人以上） 

週３回まで （１日１回につき）

２，５３０円 

４日以降 （1日 1回につき）

３，０３０円 

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 

(理学療法士） 

同一建物２人まで 

        ５，５５０円 

同一建物３人以上  

２，７８０円 

   訪問看護基本療養費（Ⅲ）   １回 ８，５００円 

訪問看護管理療養費（Ⅱ） 
 月の初日 ７，６７０円 

 ２日目以降（１日につき） ３，０００円 

訪問看護医療 DX情報活用加算       １月に１回    ５０円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）       1月に 1回   ７８０円 

 

 

● 病状や条件によっては、以下の料金等が加算されます。 

難病等複数回訪問加算（同一建物２人まで） １日に２回   ４，５００円 １日に３回以上   ８，０００円 

       〃       （同一建物３人以上） １日に２回   ４，０００円 １日に３回以上   ７，２００円 



緊急訪問看護加算(１回につき） 月１４日目まで ２，６５０円 

 月１５日目以降 ２，０００円 

長時間訪問看護加算（週１日を限度） ５，２００円 

複数名訪問看護加算 

（同一建物 2人まで・週１回を限度） 

看護師(週１回）

４，５００円         

准看護師(週１日)

３，８００円  

看護補助者
＊

(週３日) 

３，０００円 

       複数名訪問看護加算 

   （同一建物 3人以上・週１回を限度） 

看護師(週１回）

４，０００円         

准看護師(週１日)

３，４００円   

看護補助者*(週３日) 

２，７００円 

複数名訪問看護加算(看護師と看護補助者)＊1 

(同一建物２人まで） 

１日１回     

３，０００円         

１日２回 

６，０００円 

１日３回以上 

１０，０００円 

       〃    （看護師と看護補助者）＊1

（同一建物３人以上） 

１日１回     

２，７００円         

１日２回 

５，４００円 

１日３回以上 

９，０００円 

２４時間対応体制加算（１月につき）※１ ６，５２０円 

特別管理加算(１月につき） (Ⅰ)  ２，５００円 （Ⅱ）  ５，０００円 

夜間・早朝訪問看護加算 

（６時～８時・１８時～２２時） 
２，１００円 

 深夜訪問看護加算（２２時～６時） ４，２００円 

退院時共同指導加算 ８，０００円 

特別管理指導加算 ２，０００円 

退院支援指導加算(初日の実施日１回限り） ６，０００円 

在宅患者連携指導加算(月１回に限り） ３，０００円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月２回

に限り） 
２，０００円 

看護・介護職員連携強化加算(月１回に限り） ２，５００円 

訪問看護ターミナルケア療養費 ２５，０００円  

＊ 看護職員と看護補助者（別に厚生労働大臣が定める場合に除く） 

＊１基準告示第２の４の(２)の利用者の場合に限る。 

※１利用者のご希望により契約された場合、費用が加算されます。 

 

● その他の利用料 

＊ 死後の処置： １５，０００円（税込み） 

 

＊訪問が２時間を超える場合は、３０分につき４，０００円ずつの加算となります。 

 



＊基本料金に対して 社会保険・国民健康保険：３割負担 

          他、各種医療保険   ：負担割合分 

          後期高齢者医療被保険 ：負担割合分 

            公費負担医療費受給者証：自己上限分までの支払いある場合あり※２ 

※２①障害者総合支援法による自立支援医療（精神通院医療） 

  ・当ステーションは、「指定自立支援医療機関」の指定を受けています。 

   

・自立支援医療受給者証への記載(利用者の申請による) 

   自立支援医療受給者により訪問看護ステーションを利用して訪問看護を受ける場合には、

支給認定を受け、受給者証の「指定医療機関」の欄に訪問看護ステーション名が記載され

る必要があります。 

受給者証に記載されていない医療機関では、自立支援医療を受けることができません。 

また、利用する医療機関を変更する場合にも、支給認定の変更の申請が必要です。 

   

  ・自己負担上限額管理票 

   月当たり自己負担の上限額が定められている人には、自己負担上限管理票が渡されます。

利用者は、医療機関等を利用する時に、その都度、受給者証と上限管理票を提示します。

当ステーションでも確認をさせて頂きます。 

 

  ②難病医療 

  ・当ステーションは、「難病指定」の指定を受けています。 

 

  ・自己負担上限管理票 

   自己負担上限管理票は、医療機関等を利用する時に、その都度、受給者証と上限管理票を

提示します。当ステーションでも確認させて頂きます。自己負担上限額に達している場合

は、当ステーションでの支払いはありません。 

 

 

Ⅱ．交通費  ＊下記の地域は無料です(下記以外の地域は自費となります。金額 100円/㎞） 

         ・西葛西 1～8丁目  ・中葛西 1～8丁目  ・東葛西 1～9丁目 

          ・北葛西 1～5丁目  ・南葛西 1～7丁目  ・清新町 1～2丁目 

          ・臨海町 1～6丁目  ・船堀 1～7丁目   ・宇喜田町  ・堀江町 

      ☆夜間及び営業時間外、緊急時などで交通機関を利用した場合は、実費を頂きます。 

 

 

Ⅲ．ｷｬﾝｾﾙ料   ＊訪問の中止、変更等のご連絡は、なるべく前日までにお願いします。 

         ＊訪問当日午前 9時までにご連絡がない場合は、利用料の全額負担をして頂く事

がありますのでご注意下さい。 

 



 

Ⅳ．お支払方法 ＊当月のご利用請求書は、翌月 10日頃にお渡しいたします。 

        ＊翌月に口座自動引き落とし（引落日２７日）いたします。 

        ＊お支払いを受けた時は、当該利用者に対し領収書を発行います。 


